
21
　
国
際
機
関
に
よ
る
評
価

171

UNSCEAR2013年報告書（7/9） 
公衆の健康影響についての評価 

出典： 国際連合広報誌｢UNSCEAR：福島第一原子力発電所事故（情報に基づく意思決定のための放射線に関する科学的情報の
評価）｣に基づき作成 

国際機関による評価 

• 将来のがん統計において、事故による放射線被ばくに起
因し得る有意な変化がみられるとは予測していない。 

• 最も高い被ばくを受けたと推定される小児の集団につい
て、甲状腺がんのリスクが理論上増加する可能性がある。
そのため、今後、状況を綿密に追跡・評価する必要があ
る。 

• 先天性異常/遺伝的影響はみられない。 

国連科学委員会（UNSCEAR）は、被ばく線量評価に基づいて、公衆の健康影響
について、上表のように評価しました。

また、個別のがんや疾患のリスクに関する評価は次の通りです。
・甲状腺がん：線量のほとんどは、放射線被ばくによる甲状腺がんの過剰発生率を

確認できないレベルであったが、その中で上限に近い甲状腺吸収線量では、じゅ
うぶんに大きな集団において、甲状腺がんの発生率上昇が観察される可能性があ
る。しかし、福島第一原発事故後の甲状腺吸収線量が、チェルノブイリ原発事故
後の線量よりも大幅に低いため、福島県でチェルノブイリ原発事故後のように多
数の放射線誘発性甲状腺がんを発生させるというように考える必要はない。

・白血病：胎児及び幼少期、小児期に被ばくした人の白血病のリスクを検討した。
当該集団でのかかる疾患の発生率が識別可能なレベルで上昇するとは予測してい
ない。

・乳がん：若年期に被ばくした人の乳がんのリスクを検討した。当該集団でのかか
る疾患の発生率が識別可能なレベルで上昇するとは予測していない。

・妊娠中の被ばく：自然流産、流産、周産期死亡率、先天的な影響、または認知障
害が増加するとは予測していない。さらに、福島第一原発事故で被ばくした人の
子孫に遺伝的な疾患が増加することも予測していない。

【報告書記載箇所】
・UNSCEAR 報告書（Annex A, 日本語版 p.58, 第 220 項及び第 222 ～ 224 項か

ら作成）
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UNSCEAR2013年報告書（8/9） 
公衆の被ばく線量評価   不確かさ 

1.地表に沈着した短半減期放射性核種の測
定レベルと地域による空間的な分布 

2.時間の経過に伴う放射性核種の放出率の
推移と放出時の気象情報 

3.放射性ヨウ素の粒子径・化学形 
4.食品中の放射性核種濃度の設定 
5.日本人の甲状腺への放射性ヨウ素の取り
込み率 

国際機関による評価 

国連科学委員会（UNSCEAR）は、福島第一原発事故からの放射性物質による公衆の被ばく線量評価は、
不十分な知識と情報に基づいて一定の仮定を前提として行われており、その結果には不確かさが含まれてい
ると評価しています。

1. 地表に沈着した放射性核種の測定レベルに関わる不確かさ
・セシウム 134 とセシウム 137 の測定値の不確かさは比較的小さい
・ヨウ素 131 については、半減期が約 8 日であり、測定前に放射性壊変が進んでいたことにより不確

かさが大きい
2. 時間の経過に伴う放射性核種の放出率の推移と放出時の気象情報についての知見に関する不確かさ

・2011（平成 23）年 3 月に避難した人々の線量推定は、拡散シミュレーションの結果に基づいた
・この場合、最大 4 ～ 5 倍の過大あるいは過小評価の可能性がある

3. 甲状腺吸収線量評価に影響する不確かさ
・大気中の粒子状及びガス状のヨウ素 131 の相対量のデータがなく、各放出量は同等であると仮定し

たため、主要な被ばく期間にわたり最大 2 倍の不確かさを有している
4. 食品中の放射性核種濃度の設定に伴う不確かさ

・事故後初期には最も高濃度の食品の特定が優先されたため、モニタリングの対象となった食品はランダ
ムにサンプリングされておらず、評価に使用した平均濃度値が過大評価の原因になった可能性がある

・食物の流通・消費のパターンの想定（福島県産品摂取量の過大評価）にも不確かさがあった
・食品の放射性物質濃度の測定値が検出限界以下の場合、一律に 10 ベクレル /kg としたため、最初の

一年間の食品摂取による内部被ばく評価は過大になった
5. 日本人の甲状腺への放射性ヨウ素の取り込み率に関する不確かさ

・日本人の甲状腺への放射性ヨウ素の取り込み率は、標準的な国際放射線防護委員会（ICRP) のモデル
と異なっている可能性がある（不確かさの度合いは他の項目より小さく、これによる被ばく線量減少
は 30％より小さい）

【報告書記載箇所】
・UNSCEAR 報告書（Annex A, 日本語版 p.35 ～ 36, 第 110 ～ 115 項、Appendix C のⅣ Uncertainties, 

第 C113 ～ C131 から作成）
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